
自営業の方へ。必ずご確認ください。           

 

 

 

  自営業の方で商工会（議所）に所属していない方は、確定申告書（第一表と第二表）の写し 

又は市民税・府民税申告書の写しを提出してください。 

  初年度で確定申告等をしていない場合は、就労状況が分かる書類を１点提出してください。 

 

提出が必要な書類 
初年度で確定申告等をしていない場合 

（就労状況が分かる書類） 

確定申告書（第一表と第二表）の写し 

又は 

市民税・府民税申告書の写し 

・請求書、伝票、帳簿等（直近３か月以内のもの） 

・契約書 

・営業許可証 

・開業届 

※いずれか１点を提出 

 

 

   確定申告書第一表       確定申告書第二表       市民税・府民税申告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注意事項 

１ 市民税・府民税申告書の写しは、京田辺市の受付印が必要です。 

２ 確定申告書等では営業実態が確認できないと判断した場合は、追加の資料の提出をお願いする

場合があります。 

 

自 営 業 等 を 証 明 す る 添 付 書 類 に つ い て 


